
養老町教育委員会定例会 

 

１.開催日時  令和８年５月１２日（火）午後２時００分 

 

２.開催場所  養老町役場 ３階第２会議室 

 

３.議事日程   

日程第１  承認第１１号  専決処分の承認について（令和８年度岐阜県教

科用図書西濃地区採択協議会規約の承認及び令

和８年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会

の設置 

について） 

 

 

日程第２  承認第１２号  専決処分の承認について（養老町少年団体連 

絡協議会補助金交付要綱を廃止する要綱に 

ついて） 

 

 

 

４.出席者 

早﨑 京子 教育長 

後藤 稔治 委 員 

近藤 法雄 委  員 

松永 恒雄 委  員 

卯田 友美 委 員 

事務局長始め、事務局職員 ４名  ※傍聴者０名 

 

町民憲章朗唱 

 

 

 

 

 



５.審議概要 

後藤委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

後藤委員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤委員 

 

 

 議事日程に従いまして、進めさせていただきます。 

 それでは、承認第１１号令和８年度岐阜県教科用図書西濃地

区採択協議会規約の承認及び令和８年度岐阜県教科用図書西

濃地区採択協議会の設置について、事務局より説明を求めます。 

 令和８年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会規約の承

認及び令和８年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会の設

置について、説明いたします。本協議会は、採択地区内の市町（組

合）教育委員会が協議して、種目ごとに同一の教科用図書を採択

するための調査研究、協議を行うことを目的としております。７

月７日に西濃地区の採択協議会があり、同日町の定例会がござい

ます。その日に皆様に採択していただく予定です。規約などをの

せさせていただきました。 

この件につきまして質問・意見等はありますか。 

＜異議なしの声＞ 

次に承認第１２号養老町少年団体連絡協議会補助金交付要

綱を廃止する要綱について事務局より説明を求めます。 

養老町少年団体連絡協議会補助金交付要綱を廃止する要綱の承

認について説明します。この要綱は各小学校区における各種

の少年団体の活動を調整し円滑な事業運営を行うことで少年

の健全育成の実現するため補助金を交付することを定めたも

のであります。本要綱制定時に目的として掲げた事項について、

一定の成果を上げてはいるものの時間の経過とともに公益性が乏

しくなりつつあること、急速な少子化進展により今後、活発な団

体活動は期待できないこと等勘案した結果、本要綱を廃止するも

のについての承認をお願いするものです。以降、資料に基づき

説明。 

この件につきまして質問・意見等はありますか。 

＜異議なしの声＞ 

では承認とします。 

６．教育長   報告 

７．各教育委員 意見交換 

８．事務局   連絡事項 

 

次回の開催日時を確認し閉会  閉会 午後３時３０分 


